
議案第37号 

 

   つくば市長の給料の特例に関する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和６年９月３日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市長の給料の特例に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市長の給料の特例を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市民評価」とは、市長のこの条例の施行の日の属する

任期における行政運営に対する評価であって、次の各号のいずれにも該当するも

のをいう。 

(1) 令和６年11月１日から11日間行うものであること。 

(2) 投票（次号に規定する投票をいう。同号を除き、以下同じ。）の際、次のい

ずれにも該当する者が評価を行うものであること。 

ア 個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号

カードをいい、個人番号カード用署名用電子証明書（電子署名等に係る地方

公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153



号）第３条第１項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以

下この号において同じ。）が記録されているものに限る。）の交付を受けて

いる者 

イ 個人番号カード用署名用電子証明書につくば市内の住所が記録されている

者 

ウ 15歳以上の者 

(3) ０点から100点までの間において、10点を単位として投票するものであるこ

と。 

(4) インターネットを通じて、つくばスマートシティアプリ（つくば市が提供す

るソフトウェアであって、行政情報の提供その他の機能を有するものをい

う。）を用いて行うものであること。 

（給料の特例） 

第３条 つくば市常勤特別職給与条例（昭和63年つくば市条例第３号）第３条の規

定にかかわらず、市長の令和６年11月16日（同日前に離職する場合にあっては、

その離職の日）における給料月額は、同条に規定する額に評価率を乗じて得た額

（当該額が１円未満である場合は、１円とする。）とする。 

２ 前項の評価率は、市民評価において投票のあった得点を合計した数を、市民評

価において投票を行った者の総数に100を乗じて得た数で除して得た数（当該数

に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数）とする。 

３ 第１項の規定は、期末手当の額を算出する場合においては、適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、令和６年11月16日（この条例の公布の際現に在職する市長が同日

前に離職する場合にあっては、その離職の日）限り、その効力を失う。 



（提案理由） 

市長の２期目の退職金支給額に市民評価を反映するため、市長の任期満了日（令

和６年11月16日）における給料額を、インターネット投票による市民評価の結果に

応じて決定するための条例案を提出するものである。 


